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高知県造林事業計画策定要綱の一部改正　新旧対照表 

 改　正　後 現　　行

 高知県造林事業計画策定要綱 

 

第１　この要綱は、高知県造林事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）による

造林事業の実施に関し、森林環境保全整備事業計画及び事前計画の作成について定める

ものとする。 

 

（事業計画等） 

第２　事業計画の作成は次により行う。 

１　森林環境保全整備事業計画 

(１)　知事は、地域における森林の状況、地域住民の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事

業実施体制等を把握したうえで、森林法第10条の５に基づき策定された市町村森林整備計画（以

下「市町村森林整備計画」という。）の達成に資するものとして、別記第１号様式により森林環

境保全直接支援事業、特定機能回復事業のうち森林緊急造成、重要インフラ施設周辺森林整備及

び林相転換特別対策、林道整備事業並びに林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策事業についての森

林環境保全整備事業計画書（以下「森林環境事業計画」という。）を作成するものとする。 

 

(２)～(３)　［省略］ 

２　 事前計画（森林環境保全直接支援事業） 

(１)　森林環境保全直接支援事業の事業内容のうち、森林作業道整備について補助金を受けよう

とする者は、別記第３号様式により、あらかじめ当該補助を受けようとする森林作業道整備の

実施予定箇所及び概算事業量並びに当該実施予定箇所周辺の森林における既設の林内路網の

状況及び林内路網の整備の目標等並びに森林作業道整備と一体的に実施する施業の実施予定

箇所及び概算事業量等を記載した計画（以下「事前計画」という。）を作成し、知事に提出す

るものとする。 

 

また、別記第４号様式により、森林所有者等の土地使用承諾及び森林法や砂防法等の法的制

限の該当の有無について確認のうえ、必要な届出及び許可について記載し、提出するものとす

る。 

(２)　知事は、(１)により提出のあった事前計画に記載された事業が高知県造林事業費補助金交

付要綱別表第２、第３の事業内容、事業主体及び事業規模等となることを確認するとともに、

高知県造林事業計画策定要綱 

 

第１　この要綱は、高知県造林事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）による

造林事業の実施に関し、森林環境保全整備事業計画、事前計画、集約化推進計画、集約

化実施計画の作成について定めるものとする。 

 

（事業計画等） 

第２　事業計画の作成は次により行う。 

１　森林環境保全整備事業計画 

(１)　知事は、地域における森林の状況、地域住民の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事

業実施体制等を把握したうえで、森林法第10条の５に基づき策定された市町村森林整備計画（以

下「市町村森林整備計画」という。）の達成に資するものとして、別記第１号様式により森林環

境保全直接支援事業、特定機能回復事業のうち森林緊急造成、重要インフラ施設周辺森林整備及

び林相転換特別対策（特定スギ人工林）、森林資源循環利用林道整備事業並びに林業専用道整備

事業についての森林環境保全整備事業計画書（以下「森林環境事業計画」という。）を作成する

ものとする。 

(２)～(３)　［省略］ 

２　 事前計画（森林環境保全直接支援事業） 

(１)　森林環境保全直接支援事業の事業内容のうち、人工造林、間伐、更新伐及び森林作業道整備

について補助金を受けようとする者は、別記第３号様式により、あらかじめ当該補助を受けよう

とする人工造林、間伐、更新伐及び森林作業道整備の実施予定箇所及び概算事業量並びに当該実

施予定箇所周辺の森林における既設の林内路網の状況及び林内路網の整備の目標等を記載した

計画（以下「事前計画」という。）を作成し、知事に提出するものとする。また、保育間伐（以

下（保育間伐）という。）についても、間伐等と同様に事前計画に記載するよう努めるものとす

る。 

(２)　森林環境保全直接支援事業の事業内容のうち、森林作業道整備について補助金を受けようと

する者は、別記第４号様式により、森林所有者等の土地使用承諾及び森林法や砂防法等の法的制

限の該当の有無について確認のうえ、必要な届出及び許可について記載し、提出するものとする。 

(３)　知事は、(１)により提出のあった事前計画に記載された事業が高知県造林事業費補助金交付

要綱別表第２、第３の事業内容、事業主体及び事業規模等となることを確認するとともに、計画
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 計画的かつ効率的に実施されるよう、必要に応じ、当該事前計画を提出した者に対する指導を

行うものとする。 

[削除] 

 

 

(３)　事前計画の作成等については以下によるものとする。 

ア　事前計画の計画期間は、少なくとも森林環境保全直接支援事業による補助を受けようとす

る森林作業道整備の実施予定年度（一体的に実施することとされている施業に先行して実施

するものについては、当該森林作業道整備の実施予定年度から当該施業の実施予定年度まで

の期間）を含むものとする。 

 

 

イ　事前計画の対象とする区域は、森林経営計画、特定間伐等促進計画又は経営管理実施権配

分計画に基づき、森林作業道整備及び一体的に実施する施業の実施が見込まれる林分並びに

当該計画期間の末の時点において林内路網により効率的な施業及び管理が可能となってい

ることが見込まれる林分を包括し、可能な限り１箇林班程度の面的まとまりを持った森林

（森林共同施業団地に係る事前計画にあっては、当該森林共同施業団地の設定に係る協定の

対象となっている国有林を含む。）の区域とする。 

ウ　事前計画においては、次の事項を記載又は適切な縮尺の図面に図示するものとする。 

(ア)　森林作業道整備の年度別、開設、改良の別の位置及び延長、当該森林作業道を管理す

る権限を有する者並びに施業予定区域内の林内路網密度の現状と目標 

(イ)　森林作業道整備と一体的に実施する森林整備等の実施予定箇所及び施工面積（森林作

業道整備を森林整備等に先行して実施する場合にあっては、当該施業の年度別の実施予定

箇所及び施行予定面積） 

 

 

 

[削除] 

 

 

[削除] 

 

的かつ効率的に実施されるよう、必要に応じ、当該事前計画を提出した者に対する指導を行うも

のとする。 

(４)　知事は、(１)により提出があった事前計画に記載された内容を随時とりまとめ、県内におけ

る森林環境保全直接支援事業に係る間伐等の事業量や間伐材の供給量の見通し等を明らかにす

るよう努めるものとする。 

(５)　事前計画の作成等については以下によるものとする。 

ア　事前計画の計画期間は、少なくとも森林環境保全直接支援事業による補助を受けようとする

人工造林、（保育間伐）、間伐、更新伐及び森林作業道整備の実施予定年度（人工造林について

は、先行して実施する伐採の実施予定年度から当該施業の実施予定年度までの期間、森林作業

道整備のうち一体的に実施することとされている施業に先行して実施するものについては、当

該森林作業道整備の実施予定年度から当該施業の実施予定年度までの期間）を含むものとす

る。 

イ　事前計画の対象とする区域は、森林経営計画、特定間伐等促進計画又は経営管理実施権配分

計画に基づき、人工造林、（保育間伐）、間伐、更新伐、森林作業道整備の実施が見込まれる林

分並びに当該計画期間の末の時点において林内路網により効率的な施業及び管理が可能とな

っていることが見込まれる林分を包括し、可能な限り１箇林班程度の面的まとまりを持った森

林（森林共同施業団地に係る事前計画にあっては、当該森林共同施業団地の設定に係る協定の

対象となっている国有林を含む。）の区域とする。 

ウ　事前計画においては、次の事項を記載又は適切な縮尺の図面に図示するものとする。 

(ア)　事前計画の対象とする区域及びその面積並びに計画期間 

 

(イ)　事前計画の計画期間内に実施が見込まれる（保育間伐）、間伐、更新伐（森林共同施業団

地内の国有林で実施が見込まれる間伐、更新伐に相当する施業を含む。）及び森林作業道整備

のうち一体的に実施することとされている施業に先行して実施するものに係る当該施業の年

度別の実施予定箇所及び施行面積並びに間伐、更新伐に係る作業システム（伐倒、造材、集材

に使用する林業用機械の種類やその組み合わせ等の体系をいう。）及び間伐、更新伐それぞれ

の伐採木の搬出材積及び出材予定時期 

(ウ)　事前計画の計画期間内に(ア)の区域内で実施が見込まれる森林作業道整備の年度別、開

設、改良の別の位置及び延長、当該森林作業道を管理する権限を有する者並びに施業予定区域

内の林内路網密度の現状と目標 

(エ)　 事前計画の計画期間内に実施が見込まれる人工造林の年度別実施予定箇所及び施行面積

並びに施業コスト低減に向けた伐採を行う者との連携内容 
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 エ　事前計画の記載については、以下の項目について定めるものとし、必要な記載内容を示

す既存の資料等の添付をもってこれに代えることができる。 

[削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)  実施年度 

(イ)  所在地（市町村名・林小班） 

(ウ)  起点及び終点の位置（市町村名・林小班） 

(エ)  路線名 

(オ)  路網整備の内容（内容・幅員・延長・開設年度） 

(カ)  林内路網密度の現況 

(キ)  林内路網密度の目標 

(ク)  森林の現況（面積・樹種・林齢） 

(ケ)  一体的に実施する施業の種類・実施箇所・施工面積 

(コ)  図面番号（計画図に連動するもの） 

(サ)  計画区分（森林経営計画又は特定間伐等促進計画等） 

(シ)  管理者（当該森林作業道を管理する権限を有する者） 

(ス)  備考（その他必要事項を記載）※一体的に施業する作業種、事業量、実施年度等 

[削除] 

 

 

 

 

エ　事前計画の記載については、以下の項目について定めるものとし、必要な記載内容を示

す既存の資料等の添付をもってこれに代えることができる。 

(ア)　（保育間伐）、間伐及び更新伐 

①　実施年度 

②　事業主体名 

③　所在地（市町村名・林小班） 

④　森林の現況（面積・樹種・林齢） 

⑤　搬出方法等（作業システム・搬出材積・平均材積） 

⑥　林内路網密度の現況 

⑦　図面番号（計画図に連動するもの） 

⑧　計画区分（森林経営計画又は特定間伐等促進計画等） 

⑨　備考（その他必要事項を記載）※更新伐の場合は、樹下植栽の植栽年度等 

※平均材積が確認できるよう査定単位で区分し作成すること。 

(イ)　森林作業道 

①　実施年度 

②　所在地（市町村名・林小班） 

③　起点及び終点の位置（市町村名・林小班） 

④　路線名 

⑤　路網整備の内容（内容・幅員・延長・開設年度） 

⑥　林内路網密度の現況 

⑦　林内路網密度の目標 

[新設] 

[新設] 

⑧　図面番号（計画図に連動するもの） 

⑨　計画区分（森林経営計画又は特定間伐等促進計画等） 

⑩　管理者（当該森林作業道を管理する権限を有する者） 

⑪　備考（その他必要事項を記載）※一体的に施業する作業種、事業量、実施年度等 

(ウ)　人工造林 

①　実施年度（伐採・植栽実施年度） 

②　事業主体名 

③　所在地（市町村名・林小班） 

④　森林の現況（面積・樹種・林齢） 
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オ　森林作業道の改良のうち復旧を実施する場合にあっては、当該復旧の必要性が確認できる資

料を添付するものとする。事前計画提出後に当該復旧を実施する事由が生じた場合にあって

は、当該計画を速やかに変更し、当該復旧の必要性が確認できる資料を添付して再提出する

ものとする。ただし、事前に知事と協議を実施した場合は省略できるものとする。 

カ　事前計画は、知事が、森林環境保全直接支援事業による森林作業道整備の実施に係る交付要

綱別表第３に規定する事業規模等の要件への適合性をはじめ、その計画性、効率性等につい

て、あらかじめ確認し必要な指導等を行うことを主たる目的とするものであり、必ずしもそ

の作成者に対して厳格な遵守を求めるというものではないが、その作成に当たっては、可能

な限り正確な見通しに立つよう努めるものとし、必要に応じ、専門的な知見を有する者の氏

名及び関係する資格又は知見を有する分野、助言の内容等の概略を記した書面を適宜事前計

画に添付して提出するものとする。 

キ　知事は、提出のあった事前計画の内容について、森林作業道の開設予定路線の線形及び開設

量が適切であるか、林内路網と施業予定箇所との位置関係等から見て施業が効率的に実施し

得るか等について確認し、必要に応じ、事前計画を提出した者に対し、事業の効率的な実施

等の指導又は助言を行うものとする。 

 

 

[削除] 

 

 

 

 

 

⑤　搬出方法等（搬出材積・伐採面積・伐出事業者） 

⑥　植栽方法等（予定時期・植栽面積・植栽事業者・樹種・苗木の種類(普通・ｺﾝﾃﾅ)・植

栽本数/ha） 

⑦　伐採・植栽一貫施業の有無 

⑧　図面番号（計画図に連動するもの） 

⑨　計画区分（森林経営計画又は特定間伐等促進計画等） 

⑩　伐採者と植栽者の連携内容 

⑪　備考（その他必要事項を記載） 

 

オ　森林作業道の改良のうち復旧を実施する場合にあっては、当該復旧の必要性が確認できる資

料を添付するものとする。事前計画提出後に当該復旧を実施する事由が生じた場合にあって

は、当該計画を速やかに変更し、当該復旧の必要性が確認できる資料を添付して再提出するも

のとする。 

カ　事前計画は、知事が、森林環境保全直接支援事業による人工造林、（保育間伐）、間伐、更新

伐又は森林作業道整備の実施に係る交付要綱別表第３に規定する事業規模等の要件への適合

性をはじめ、その計画性、効率性等について、あらかじめ確認し必要な指導等を行うことを主

たる目的とするものであり、必ずしもその作成者に対して厳格な遵守を求めるというものでは

ないが、その作成に当たっては、可能な限り正確な見通しに立つよう努めるものとし、必要に

応じ、専門的な知見を有する者の氏名及び関係する資格又は知見を有する分野、助言の内容等

の概略を記した書面を適宜事前計画に添付して提出するものとする。 

キ　知事は、提出のあった事前計画の内容について、人工造林、（保育間伐）、間伐及び更新伐に

係る補助要件に適合する見込みがあるか、森林作業道の開設予定路線の線形及び開設量が適切

であるか、林内路網と施業予定箇所との位置関係、間伐、更新伐に係る作業システム等から見

て施業が効率的に実施し得るか、人工造林にあたり伐採作業と造林作業の連携が図られている

か等について確認し、必要に応じ、事前計画を提出した者に対し、事業の効率的な実施等の指

導又は助言を行うものとする。 

３　集約化推進計画 

(１)　市町村は、市町村森林整備計画における森林施業の共同化促進との整合性を図りな

がら「集約推進区域」を設定するものする。また、市町村は高知県集約化推進に係る基

本指針（以下「基本指針」という。）に則して、集約推進区域の設定等に係る集約化推

進計画を作成し、県の承認を受けるものとする。 

(２)　集約化推進計画においては、以下の項目について定めるものとする。 
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[削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　[省略] 

 

４　 事前計画（特定森林造成事業） 

(１)　花粉発生源対策促進事業の事業内容のうち、花粉発生源植え替え、花粉発生源植え替えと一

ア　集約化推進計画の範囲 

イ　作業システム及び路網整備の目標 

ウ　集約化施業に必要な技術者の養成 

エ　その他集約のための取組の推進について 

４　集約化実施計画 

(１)　事業主体は、市町村が定める集約化推進区域内で集約化施業を行うことが必要な森

林について、以下の全ての要件を満たすものを「集約化実施区域」として設定し、集約

化施業を推進するものとする。 

ア　間伐等を行う森林を含む施業の集約化の必要な森林の区域面積が30ヘクタール以

上であること。 

イ　区域内の間伐等の施業地が集団的であること又は路網により一体的な連続性があ

ること。 

ウ　低コスト林業生産（路網整備、低コスト作業システムの活用）に資する目標が明

確であること。 

エ　間伐等の施業を継続的に行うこと。 

(２)　事業主体は、市町村の定める集約化推進計画に則して、５年間の集約化実施計画を

作成するものとする。 

(３)　集約化実施計画においては、以下の項目について定めるものとする。 

ア　集約化実施区域の範囲 

イ　作業箇所・内容 

ウ　作業システム及び路網整備の実施目標 

エ　施業集約化、低コスト路網整備及び低コスト施業等に係る技術者の養成に関する

事項 

オ　森林所有者への働きかけに関する事項 

カ　木材供給に関する事項 

(４)　集約化実施計画は、高知県森の工場活性化対策事業実施要領第５の(１)の計画書

（以下「森の工場事業計画」という。）をもって代えることができるものとする。 

 

５　[省略] 

 

６　 事前計画（特定森林造成事業） 

(１)　花粉発生源対策促進事業の事業内容のうち、花粉発生源植え替え、花粉発生源植え替えと一
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 体的に実施する林木被害防止施設等整備、森林作業道整備について補助金を受けようとする者

は、別記第９号様式により、あらかじめ当該補助を受けようとする事業の実施予定箇所、実施

予定時期及び概算事業量等を記載した計画（以下「事前計画」という。）を作成し、都道府県

知事に提出しなければならない。 

(２)～(４)　[省略] 

　 

[削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年度計画の作成） 

第３　森林環境保全整備事業に基づく年度計画の作成については、次による。 

(１)　施行地を管轄する林業事務所長（嶺北林業振興事務所の管轄区域にあっては嶺北林業振興事

務所長）（以下「事務所長」という。）は、別記第８号様式により、年度計画書を取りまとめると

ともに、その計画書について、事業の計画性、妥当性、実効性等の検討と併せて予算の規模を勘

体的に実施する林木被害防止施設等整備、森林作業道整備について補助金を受けようとする者

は、別記第14号様式により、あらかじめ当該補助を受けようとする事業の実施予定箇所、実施予

定時期及び概算事業量等を記載した計画（以下「事前計画」という。）を作成し、都道府県知事

に提出しなければならない。 

(２)～(４)　[省略] 

 

（事業計画の承認及び変更） 

第３　事業計画の承認及び変更は、次により行う。 

１　集約化推進計画 

(１)　市町村長は、別記第８号様式により集約化推進計画の承認を県に申請するものとする。 

(２)　知事は(１)の申請に係る集約化推進計画が基本指針に則しており、適当と認められる場合は、

別記第９号様式により、これを承認するものとする。 

(３)　市町村は集約化推進計画の変更を行うときは、(１)から（２）までの規定を準用するものと

する。 

２　集約化実施計画 

(１)　事業主体は、別記第10号様式により集約化実施計画の承認を市町村長に申請するものとする。 

(２)　市町村長は(１)の申請に係る集約化実施計画が集約化推進計画に則しており、適当と認めら

れる場合は、別記第11号様式により、これを承認するものとする。 

(３)　市町村は、事業主体が集約化施業を実施する場合において、効率的かつ効果的な森林施業に

必要な路網整備や施業方法等により低コスト林業生産が行われるよう、必要な指導又は助言を行

うものとする。 

(４)　事業主体は集約化実施計画の変更を行うときは、(１)から(２)までの規定を準用するものと

する。 

なお、森の工場事業計画をもって集約化実施計画に代えた場合、別記第10号様式に高知県森の

工場活性化対策事業実施要領第５の(１)による変更承認申請書を添付し申請するもの

とする。 

 

（年度計画の作成） 

第４　森林環境保全整備事業に基づく年度計画の作成については、次による。 

(１)　林業事務所長（実施地が、長岡郡本山町若しくは大豊町又は土佐郡土佐町若しくは大川村に

所在する場合にあっては、中央東林業事務所嶺北林業振興事務所長）（以下「事務所長」という。）

は、別記第12号様式により、年度計画書を取りまとめるとともに、その計画書について、事業の
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 案し、調整するものとする。 

(２)～(３)　[省略] 

 

[削除] 

 

 

 

 

 

 

（書類の提出） 

第４　この要綱に基づき知事に提出する書類のうち、事前計画及び森林保全再生整備計画については

１通を当該事業の実施地を管轄する事務所長へ提出するものとする。 

 

 

 

 

附　　則 

（適用年度） 

　［省略］ 

15　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

[削除] 

計画性、妥当性、実効性等の検討と併せて予算の規模を勘案し、調整するものとする。 

(２)～(３)　[省略] 

 

（実施報告） 

第５　集約化実施計画に基づき事業を実施した事業主体は、毎年度、別記第13号様式により集約化実

施計画の実施状況について市町村長に報告を行うものとする。 

なお、森の工場事業計画をもって、集約化実施計画に代えた場合の報告は、高知県森

の工場活性化対策事業実施要領第９による実績報告をもって代えることができるもの

とする。 

 

（書類の提出） 

第６　この要綱に基づき知事に提出する書類のうち、事前計画及び森林保全再生整備計画については

１通を当該事業の実施地を管轄する事務所長へ提出するものとし、集約化推進計画については正副

２通を当該事業の実施地を管轄する林業事務所（実施地が、長岡郡本山町若しくは大豊町又は土佐

郡土佐町若しくは大川村に所在する場合にあっては、中央東林業事務所嶺北林業振興事務所）を経

由して提出しなければならない。 

 

附　　則 

（適用年度） 

　［省略］ 

[新設] 

 

（経過措置） 

　改正前の高知県造林事業計画策定要綱により策定された事業計画等は、新要綱に読み替えるものと

する。
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事業名 事業実施主体 工　期 総事業費 備考

※対象事業の区域・箇所を示した図面を添付

森林環境保全直接
支援事業

[削除]

特定機能回復事業

林道整備事業

[削除]

林道施設PCB廃棄物
処理促進対策事業

合計
 （全体事業費）

別記第１号様式

６　対象事業                                        （単位：千円）

○○地域（○○地区） 森林環境保全整備事業計画

１　計画策定主体

２　対象市町村

３　計画の期間

４　計画の目標

５　定量的指標

 

5

事業名 事業実施主体 工　期 総事業費 備考

※対象事業の区域・箇所を示した図面を添付

別記第１号様式

６　対象事業                                        （単位：千円）

○○地域（○○地域） 森林環境保全整備事業計画

１　計画策定主体

２　対象市町村

３　計画の期間

４　計画の目標

５　定量的指標

合計
 （全体事業費）

森林環境保全直接
支援事業

林業専用道整備事
業

特定機能回復事業

森林資源循環利用
林道整備事業

山村強靱化林道整
備事業

林道施設PCB廃棄物
処理促進対策事業
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７　事業量

（１）森林環境保全直接支援及び特定機能回復事業 （単位：ha，ｍ）

森林環境保全
直接支援事業

特定機能回復事業
（森林緊急造成）

特定機能回復事業
（重要インフラ施設

周辺森林整備）

特定機能回復事業
（林相転換特別対策）

合計

l 防火林帯整備

m 緩衝林帯整備

n 鳥獣害防止施設等整備

o 荒廃竹林整備

p 林内作業場及び林内
  かん水施設整備

q 林床保全整備

　森林整備（ha）※注

　森林作業道整備（m）

　※注　森林整備とは、上記事業内容のa～mの施業とする。

e 倒木起こし

　　　　　　　　事業名

 事業内容

a 人工造林

b 樹下植栽等

c 下刈り

d 雪起こし

付
帯
施
設
等
整
備

r 森林作業道整備

計

f 枝打ち

g 除伐

h 保育間伐

i 間伐

j 更新伐

k 一貫作業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７　事業量
（１）森林環境保全直接支援事業及び特定機能回復事業 （単位：ha，ｍ）

森林環境保全
直接支援事業

特定機能回復事業
（森林緊急造成）

特定機能回復事業
（重要インフラ施設
周辺森林整備）

特定機能回復事業
（林相転換特別対策（特

定スギ人工林））
合計

[新設]

[新設]

鳥獣害防止施設等整備

荒廃竹林整備

林内作業場及び
林内かん水施設整備

林床保全整備

森林整備（ha）

森林作業道（m）

[新設]

倒木起こし

　　　　　　　　事業名

 事業内容

付帯施設
整備

除伐

計

間伐

更新伐

森林作業道

人工造林

樹下植栽等

下刈り

雪起こし

（保育間伐）

一貫作業
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（２）林道整備事業（林道施設老朽化緊急対策を除く）

事業内容

　路線数

　事業量(m)

　走行時間 → [削除]

中間土場整備
（円/㎥）

→ [削除]

　路線数

　箇所数

[削除]

（　　　） [削除]

　路線数

（　　　） [削除]

　事業量(m)

[削除]

　路線数

　箇所数

　路線数

　箇所数

　路線数

　箇所数

　路線数

　箇所数

（３）林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策事業

（４）林道整備事業（うち林道施設老朽化緊急対策）

メニュー名

事業内容

→

山村強靱化林道 林業専用道 森林災害等復旧林道

（　　　　　　　　）

→

開　　設

改　　良
（舗　　装）

改　　良
（舗装以外）

施設集約化（撤去）

（　　　　　　　　）

機能回復

老朽化対策

注）ＰＣＢの処理等のうち塗膜の処分については二段書きとし、塗膜の剥離と同時に実施するものについては上段に内数として括弧書きで記載すること。

注）走行時間については、左側に開設又は改良前の走行時間、右側に開設又は改良後の走行時間を記載すること（複数路線の場合、それぞれの路
　線ごとに記載すること）。
　　中間土場の整備については、左側に残土処理にかかる費用、右側に中間土場整備にかかる費用を記載すること（複数箇所の場合、それぞれの
　箇所ごとに記載すること）。
　　改良については二段書きとし、林業生産基盤整備道の欄は林業生産基盤整備道以外分、林業専用道の欄は林業専用道以外分を上段に内数とし
　て括弧書きで記載すること。

ＰＣＢの濃度分析調査

ＰＣＢの処理等

塗膜の剥離 塗膜の処分

農道等改良

注）林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策のメニュー名の区分は、一体的に実施する林道施設老朽化対策又は林道改良対策のメニュー名の区分を記
　載すること。
    林道施設老朽化対策、林道改良対策及び林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策の箇所数は、重複を含むものとする。

     林道施設老朽化対策   箇所数

     林道改良対策   箇所数

メニュー名

[削除][削除][削除]

林業生産基盤
整備道

[削除]

     林道施設PCB廃棄物
　　　 処理促進対策

  箇所数

林業生産基盤整備道 山村強靱化林道 林業専用道

林道施設老朽化緊急対策   路線数

箇所数

（　　　　　　　　）

 
 

 

 

 

 

 

 

（２）林業生産基盤整備道及び林業専用道整備

山村強靱化
林道整備

林業専用道整備 [新設]

林業生産基盤
整備道

林業専用道 山村強靱化林道 林業専用道

　路線数

　事業量(m)

　走行時間 → →

  中間土場整備
（円／m3）

→ →

　路線数

　箇所数

　走行時間 → →

　路線数
（　　　　　　） （　　　　　）

　事業量(m)
（　　　　　　） （　　　　　）

　走行時間 → →

　路線数

　箇所数

　路線数

　箇所数

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

 
（３）林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策事業

塗膜の処分
（　　　　　　　）

[新設]

ＰＣＢの処理等

[新設]

[新設]

注）ＰＣＢの処理等のうち塗膜の処分については二段書きとし、塗膜の剥離と同時に実施するものに
ついては上段に内数として括弧書きで記載すること。

注）走行時間については、左側に開設又は改良前の走行時間、右側に開設又は改良後の走行時間を記載すること（複数路線の場
合、それぞれの路線ごとに記載すること）。
　中間土場の整備については、左側に残土処理にかかる費用、右側に中間土場整備にかかる費用を記載すること（複数箇所の場
合、それぞれの箇所ごとに記載すること）。
[新設]

作業ポイント
整備

接続路整備

改良
（舗装）

　　　　　　　　事業名

 事業内容

森林資源循環利用林道整備

改良
（舗装以外）

開設

箇所数

ＰＣＢの濃度分析調査
塗膜の剥離
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別記第2号様式　[省略] 

８　その他

ア　森林の区域及びその面積

※森林の区域およびその面積については、10ha程度のまとまりを目安とする。
イ　長期的な森林の取扱いの基本方針

ウ　森林施業の方法に関する事項

エ　最低10年間、当該森林が維持すべき立木材積

※対象事業の区域・箇所を示した図面を添付
　維持すべき立木材積は標準伐期齢における立木材積の50％以上とする。
オ　その他必要な事項

（１）市町村が多様な森林整備を特に重点的に推進すべき地域に関する事項

（「面的複層林施業の実施について」（令和６年３月29日付け５林整整第925号
林野庁長官通知）の第３の第１項第２号関連）

実　施　区　域　（林小班名） 面  　　　積　（ha）

（付図）事業計画図

 

 

 

別記第2号様式　[省略] 

８　その他

（１）市町村が多様な森林整備を特に重点的に推進すべき地域に関する事項

ア　森林の区域及びその面積

[新設]
イ　長期的な森林の取扱いの基本方針

ウ　森林施業の方法に関する事項

エ　最低15年間、当該森林が維持すべき立木材積

※対象事業の区域・箇所を示した図面を添付

[新設]
オ　その他必要な事項

（付図）事業計画図

（「面的複層林施業の実施について」（令和６年３月29日付け５林整整第925号林野庁
長官通知）の第３の（２）関連）

実　施　区　域　（林小班名） 面  　　　積　（ha）
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別記第４号様式　[省略]

別記第３号様式

番        号
年　 月 　日

　高知県知事　　　　　　　　　　　様

事業主体
　　住所
　　氏名　　　　　　　　　　　　　　

　高知県造林事業計画策定要綱第２の２に基づき、下記のとおり提出します。

１．対象区域及び延長
（区域の範囲は別紙計画図のとおり）

２．計画期間

３．年度別計画
詳細は別紙内訳※1及び計画図のとおり

うち人工造林

を伴う伐採
伐採 造林

(m) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

※1

※2 森林作業道整備と一体的に実施する施業を適宜追加する。

計

別紙内訳については、本要綱第２の２の（３）の事項が記載されているものであれば、森
林経営計画又は特定間伐等促進計画を代用してもよいものする。また、計画図の縮尺につ
いては、原則として1/5000程度するが、森林経営計画又は特定間伐等促進計画の計画図を
代用する場合は1/25,000程度とすることができるものとする。

[削除][削除]

森林環境保全直接支援事業　事前計画

記

区　分
森　林

作業道
間　伐

更新伐
人　工

造　林
※2○○

 

 

 

別記第４号様式　[省略]

　　　別記第３号様式

高知県知事　　　　　　　　　　　様

事業主体
　　住所
　　氏名　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（区域の範囲は別紙計画図のとおり）

　　詳細は別紙内訳※1及び計画図のとおり

うち人工造林

を伴う伐採
伐採 造林

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (m)

記

　　　　１．対象区域及び面積

計

　　　　３．年度別計画

（保育間伐）

番        号
年　 月 　日

森林環境保全直接支援事業　事前計画

　　高知県造林事業計画策定要綱第２の２に基づき、下記のとおり提出します。

※1　別紙内訳については、本要綱第２の２の（５）の事項が記載されているものであれ
     ば、森林経営計画又は集約化実施計画を代用してもよいものする。また、計画図の
     縮尺については、原則として1/5000程度するが、森林経営計画又は集約化実施計画
     の計画図を代用する場合は1/25,000程度とすることができるものとする。

※2　森林作業道整備と一体的に実施する施業を適宜追加する。

更新伐

区　分 間　伐 ※2○○
間　　伐

更新伐計

森　林

作業道

　　　　２．計画期間

人　工
造　林
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 別記第５号様式 

 

番　　　号 

年　月　日 

 

 

高知県知事　　　　　　　　様 

 

 

事業主体　事業体名 

代表者名　　　　　　　 

 

 

森林保全再生整備計画の提出について 

 

 

特定機能回復事業（森林保全再生整備）を実施したいので、高知県造林事業計画策定要綱第２の３

に基づき、下記のとおり提出します。 

 

記 

 

 

１．事業概要等 

　　　別紙　「令和　　年度　森林保全再生整備計画」のとおり 

２．事業実施場所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（位置図は、別添計画図のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第６・７号様式　［省略］ 

 

別記第５号様式 

 

番　　　号 

年　月　日 

 

 

高知県知事　　　　　　　　様 

 

 

事業主体　事業体名 

代表者名　　　　　　　 

 

 

森林保全再生整備計画の提出について 

 

 

特定機能回復事業（森林保全再生整備）を実施したいので、高知県造林事業計画策定要綱第２の５に基づ

き、下記のとおり提出します。 

 

記 

 

 

１．事業概要等 

　　　別紙　「令和　　年度　森林保全再生整備計画」のとおり 

２．事業実施場所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（位置図は、別添計画図のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第６・７号様式　［省略］ 
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 [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第８号様式 

 

番　　　号 

年　月　日 

 

 

高知県知事　　　　　　　　様 

 

 

○○市（町村）長　　 

 

 

 

○○○市町村　集約化推進計画（変更）承認申請書 

 

 

 

高知県造林事業計画策定要綱第３の１に基づき、○○○集約化推進計画を承認されたく、下記の書類を添

えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１．集約化推進計画書（変更） 
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 [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第９号様式 

 

番　　　号 

年　月　日 

 

 

○○市（町村）長　　　　　　　様 

 

 

 

高知県知事　　　　　　 

 

 

 

 

○○○市町村　集約化推進計画（変更）承認通知書 

 

 

 

令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で（計画変更の）申請のあった○○○市町村集約化推進計画を

承認したので通知します。 
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 [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第10号様式 

 

番　　　号 

年　月　日 

 

 

○○市（町村）長　　　　　　　様 

 

 

事業主体：事業体名 

代表者名　　　　　　 

 

 

 

○○○地区　集約化実施計画（変更）承認申請書 

 

 

 

高知県造林事業計画策定要綱第３の２に基づき、○○○集約化実施計画を承認されたく、下記の書類を添

えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１．集約化実施計画書（変更） 

 

 

 

 

（注１）　集約化実施計画書は、高知県森の工場活性化対策事業実施要領第４の(１)の計画をもって代える

ことができる。 

（注２）　集約化実施計画書（変更）は、高知県森の工場活性化対策事業実施要領第５の(１)の計画をもっ

て代えることができる。 
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 [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第11号様式 

 

番　　　号 

年　月　日 

 

 

事業体名 

代表者　　　　　　　　様 

 

 

○○市（町村）長　　　　　　 

 

 

 

○○○地区　集約化実施計画（変更）承認通知書 

 

 

 

令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で（計画変更の）申請のあった○○○地区集約化実施計画を承

認したので通知します。 

 

記 

 

１．認定（承認）番号 
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（１）森林環境保全直接支援及び特定機能回復事業 （単位：ha，ｍ）

森林環境保全
直接支援事業

特定機能回復事業
（森林緊急造成）

特定機能回復事業
（重要インフラ施設

周辺森林整備）

特定機能回復事業
（林相転換特別対策）

合計

l 防火林帯整備

m 緩衝林帯整備

n 鳥獣害防止施設等整備

o 荒廃竹林整備

p 林内作業場及び林内
  かん水施設整備

q 林床保全整備

　森林整備（ha）※注

　森林作業道整備（m）

　※注　森林整備とは、上記事業内容のa～mの施業とする。

計

f 枝打ち

g 除伐

h 保育間伐

i 間伐

j 更新伐

k 一貫作業

d 雪起こし

別記第８号様式

○○地域（（○○地区） 森林環境保全整備事業（変更）年度計画書

付
帯
施
設
等
整
備

r 森林作業道整備

e 倒木起こし

　　　　　　　　事業名

 事業内容

a 人工造林

b 樹下植栽等

c 下刈り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）森林環境保全直接支援事業及び特定機能回復事業 （単位：ha，ｍ）

森林環境保全
直接支援事業

特定機能回復事業
（森林緊急造成）

特定機能回復事業
（重要インフラ施設

周辺森林整備）

特定機能回復事業
（林相転換特別対策（特定

スギ人工林））
合計

[新設]

[新設]

鳥獣害防止施設等整備

荒廃竹林整備

林内作業場及び
林内かん水施設整備

林床保全整備

森林整備（ha）

森林作業道（m）

[新設]

雪起こし

倒木起こし

計

一貫作業

別記第12号様式

森林作業道

　　　　　　　　事業名

 事業内容

人工造林

樹下植栽等

下刈り

除伐

（保育間伐）

間伐

更新伐

付帯施設
整備

○○地域（○○地域） 森林環境保全整備事業（変更）年度計画書
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（２）林道整備事業（林道施設老朽化緊急対策を除く）

事業内容

　路線数

　事業量(m)

　走行時間 → [削除]

中間土場整備
（円/㎥）

→ [削除]

　路線数

　箇所数

[削除]

（　　　） [削除]

　路線数

（　　　） [削除]

　事業量(m)

[削除]

　路線数

　箇所数

　路線数

　箇所数

　路線数

　箇所数

　路線数

　箇所数

（３）林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策事業

（４）林道整備事業（うち林道施設老朽化緊急対策）

メニュー名

事業内容

→

山村強靱化林道 林業専用道 森林災害等復旧林道

（　　　　　　　　）

→

開　　設

改　　良
（舗　　装）

改　　良
（舗装以外）

施設集約化（撤去）

（　　　　　　　　）

機能回復

老朽化対策

注）ＰＣＢの処理等のうち塗膜の処分については二段書きとし、塗膜の剥離と同時に実施するものについては上段に内数として括弧書きで記載すること。

注）走行時間については、左側に開設又は改良前の走行時間、右側に開設又は改良後の走行時間を記載すること（複数路線の場合、それぞれの路
　線ごとに記載すること）。
　　中間土場の整備については、左側に残土処理にかかる費用、右側に中間土場整備にかかる費用を記載すること（複数箇所の場合、それぞれの
　箇所ごとに記載すること）。
　　改良については二段書きとし、林業生産基盤整備道の欄は林業生産基盤整備道以外分、林業専用道の欄は林業専用道以外分を上段に内数とし
　て括弧書きで記載すること。

ＰＣＢの濃度分析調査

ＰＣＢの処理等

塗膜の剥離 塗膜の処分

農道等改良

注）林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策のメニュー名の区分は、一体的に実施する林道施設老朽化対策又は林道改良対策のメニュー名の区分を記
　載すること。
    林道施設老朽化対策、林道改良対策及び林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策の箇所数は、重複を含むものとする。

     林道施設老朽化対策   箇所数

     林道改良対策   箇所数

メニュー名

[削除][削除][削除]

林業生産基盤
整備道

[削除]

     林道施設PCB廃棄物
　　　 処理促進対策

  箇所数

林業生産基盤整備道 山村強靱化林道 林業専用道

林道施設老朽化緊急対策   路線数

箇所数

（　　　　　　　　）

 
 

 

 

 

 

 

 

（２）林業生産基盤整備道及び林業専用道整備

山村強靱化
林道整備

林業専用道整備 [新設]

林業生産基盤
整備道

林業専用道 山村強靱化林道 林業専用道

　路線数

　事業量(m)

　走行時間 → →

  中間土場整備
（円／m3）

→ →

　路線数

　箇所数

　走行時間 → →

　路線数
（　　　　　　） （　　　　　）

　事業量(m)
（　　　　　　） （　　　　　）

　走行時間 → →

　路線数

　箇所数

　路線数

　箇所数

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

 
（３）林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策事業

塗膜の処分
（　　　　　　　）

[新設]

ＰＣＢの処理等

[新設]

[新設]

注）ＰＣＢの処理等のうち塗膜の処分については二段書きとし、塗膜の剥離と同時に実施するものに
ついては上段に内数として括弧書きで記載すること。

注）走行時間については、左側に開設又は改良前の走行時間、右側に開設又は改良後の走行時間を記載すること（複数路線の場
合、それぞれの路線ごとに記載すること）。
　中間土場の整備については、左側に残土処理にかかる費用、右側に中間土場整備にかかる費用を記載すること（複数箇所の場
合、それぞれの箇所ごとに記載すること）。
[新設]

作業ポイント
整備

接続路整備

改良
（舗装）

　　　　　　　　事業名

 事業内容

森林資源循環利用林道整備

改良
（舗装以外）

開設

箇所数

ＰＣＢの濃度分析調査
塗膜の剥離
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 [削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第13号様式 

 

番　　　号 

年　月　日 

 

 

○○市（町村）長　　　　　　　様 

 

 

事業主体：事業体名 

代表者名　　　　　　 

 

 

 

令和　　年度集約化実施計画実施状況報告書 

 

 

 

高知県造林事業計画策定要綱第５の１に基づき、令和　　年度の事業実施状況について報告します。 
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 別記様式９ 

 

　年　月　日 

 

 

高知県知事　　　　様 

 

 

事業主体 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　 

 

 

事前計画（花粉発生源対策促進事業）の提出について 

 

　高知県造林事業計画策定要綱第２の４の（１）に基づき、事前計画を別添のとおり提出します。 

 

 

 

別記様式９の別添〔参考様式〕 

[省略] 

 

 

別記様式９の別添〔参考様式〕　　　　　　　記載例　 

[省略] 

別記様式14 

 

　年　月　日 

 

 

高知県知事　　　　様 

 

 

事業主体 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　 

 

 

事前計画（花粉発生源対策促進事業）の提出について 

 

　高知県造林事業計画策定要綱第２の６の（１）に基づき、事前計画を別添のとおり提出します。 

 

 

 

別記様式14の別添〔参考様式〕 

[省略] 

 

 

【別記様式１4】　　　　　　　記載例　 

[省略] 

 


